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2025 年 8 月 8 日 
 
 

株式移転に係る事前開示書類 
 

福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 
株式会社 QPS 研究所 
代表取締役社長 大西 俊輔 
 

当社は、2025 年 7 月 11 日付株式移転計画書に基づき、2025 年 12 月 1 日を株式移転設立

完全親会社の成立の日として、当社を株式移転完全子会社、株式会社 QPS ホールディング

ス（以下「持株会社」といいます。）を株式移転設立完全親会社とする株式移転（以下「本

株式移転」といいます。）を行うことといたしました。 
本株式移転を行うに際して、会社法第 803 条第 1 項第 3 号及び会社法施行規則第 206 条

により開示すべき事項は、以下のとおりです。 
 
1. 株式移転計画の内容（会社法第 803 条第 1 項第 3 号） 

別紙株式移転計画書に記載のとおりです。 
 
2. 会社法第 773 条第 1 項第 5 号及び第 6 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 206 条第 1 号） 

(1) 交付する株式数の相当性に関する事項 
本株式移転は、当社の単独株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、

持株会社の株式はすべて本株式移転の効力発生直前の当社の株主の皆さまのみに割当

てられることになります。 
株主の皆さまに不利益を与えないことを第一義として、本株式移転の効力発生直前

の当社の株主構成と持株会社の設立直後の株主構成に変化がないことから、株主の皆

さまが保有する当社普通株式１株に対して持株会社の普通株式１株を割当てることと

いたします。 
なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定は行っておりません。 
また、上記の株式移転比率は、基本的に株式の価値に変動を伴わないものであり、相

当であると判断しております。 
本株式移転により持株会社が交付する新株式数は、47,561,000 株を予定しております。

ただし、かかる新株式数は、当社の 2025 年 5 月 31 日時点の発行済株式総数 47,561,000
株に基づいて記載したものであり、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式

総数が変化した場合には、持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。 
 
(2) 資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

持株会社の資本金及び準備金の額は、法令の範囲内で定めており、設立後の同社の目

的及び規模並びに設立後の資本政策等に照らして相当であると判断しております。 
 
3. 会社法第 773 条第 1 項第 7 号及び第 8 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 206 条第 1 号） 

該当事項はありません。 
 
4. 会社法第 773 条第 1 項第 9 号及び第 10 号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 206 条第 2 号） 
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本株式移転は、当社単独による株式移転により当社の完全親会社を設立するものであ

り、本株式移転に際し、当社の新株予約権者に対して、その有する新株予約権に代えて

交付し割り当てる持株会社の新株予約権は、当社の新株予約権と同等かつ同数であるこ

とから、株式移転に係る新株予約権の定めは相当であると判断しております。 
 
5. 他の株式移転完全子会社についての事項（会社法施行規則第 206 条第 3 号） 

該当事項はありません。 
 
6. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 206 条第 4 号

イ） 

最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象は現在のところ生じておりません。 
 
7. 株式移転設立完全親会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 206 条

第 5 号） 

該当事項はありません。 
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（別紙） 

株式移転計画書 

 

 
 株式会社QPS研究所（以下「当社」という。）は、当社を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社
（以下「本持株会社」という。）を設立するための株式移転を行うにあたり、次のとおり株式移転計画（以下
「本計画」という。）を定める。 
 
（株式移転） 

第１条 本計画の定めるところに従い、当社は、単独株式移転の方法により、本持株会社成立日（第７条
に定義する。）において、当社の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる株式移転（以下「本株
式移転」という。）を行う。 

 
（本持株会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項） 

第２条 本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は、次のとおりとする。 

（1）目的 
本持株会社の目的は、別紙１「株式会社QPSホールディングス定款」第２条に記載のとおりとする。 

（2）商号 
本持株会社の商号は、「株式会社QPSホールディングス」と称し、英文では、「QPS Holdings Inc.」

と表示する。 

（3）本店の所在地 
本持株会社の本店の所在地は、福岡市中央区とし、本店の所在場所は、福岡市中央区天神一丁目

15番35号とする。 

（4）発行可能株式総数 
本持株会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。 

２．前項に定めるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙１「株式会社QPSホールディングス定

款」に記載のとおりとする。 
 
（本持株会社の設立時取締役及び設立時会計監査人の名称） 

第３条 本持株会社の設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）の氏名は、次のと
おりとする。 

（1）取締役 大西 俊輔 
（2）取締役 松本 崇良 
（3）取締役 三輪 洋之介 
（4）社外取締役 西村 竜彦 
２．本持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 
（1）取締役 坂田 誠治 
（2）社外取締役 中原 一徳 
（3）社外取締役 橋本 道成 
３．本持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 

有限責任監査法人トーマツ 
 
（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て） 

第４条 本持株会社は、本株式移転に際して、当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基

準時」という。）における当社の株主に対し、その保有する当社の普通株式に代わり、当社が基準時
に発行している普通株式の合計に１を乗じて得られる数の合計に相当する数の本持株会社の普通株
式を交付する。 

２．本持株会社は、前項の定めにより交付される本持株会社の普通株式を、基準時における当社の株主
に対し、その保有する当社の普通株式１株につき、本持株会社の普通株式１株をもって割り当てる。 

 
（本持株会社の資本金及び準備金に関する事項） 

第５条 本持株会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 
（1）資本金の額 
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100,000,000円 

（2）資本準備金の額及び利益準備金の額 

会社計算規則の定めにより、当社が決定する。 
 
（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て） 

第６条 本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる当社が
発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれの保有する当社の新株予約権に代わ
り、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、同表第２欄①乃至⑥に掲げる本持株会社の新
株予約権をそれぞれ交付する。 

２．本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる当社が発行し

ている各新株予約権の新株予約権者に対して、その保有する以下の表１第１欄①乃至⑥に掲げる新株予
約権１個につき、それぞれ同表第２欄①乃至⑥に掲げる新株予約権１個を割り当てる。 

 
表１ 

 第１欄 第２欄 

名称 内容 名称 内容 

① 株式会社QPS研究所 
第１回新株予約権 

別紙２-①-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第１回新株予約権 

別紙２-①-２ 
記載 

② 株式会社QPS研究所 
第２回新株予約権 

別紙２-②-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第２回新株予約権 

別紙２-②-２ 
記載 

③ 株式会社QPS研究所 
第４回新株予約権 

別紙２-③-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第３回新株予約権 

別紙２-③-２ 
記載 

④ 株式会社QPS研究所 
第５回新株予約権 

別紙２-④-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第４回新株予約権 

別紙２-④-２ 
記載 

⑤ 株式会社QPS研究所 
第６回新株予約権 

別紙２-⑤-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第５回新株予約権 

別紙２-⑤-２ 
記載 

⑥ 株式会社QPS研究所 
第７回新株予約権 

別紙２-⑥-１ 
記載 

株式会社QPSホールディングス 
第６回新株予約権 

別紙２-⑥-２ 
記載 

 
（本持株会社の成立日） 
第７条 本持株会社の設立の登記をすべき日（以下「本持株会社成立日」という。）は、2025年12月1日と

する。但し、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、当社の取締
役会の決議により本持株会社成立日を変更することができる。 

 
（本計画承認株主総会） 
第８条 当社は、2025年8月26日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必

要な事項に関する決議を求めることとする。但し、本株式移転の手続の進行上の必要性その他の事
由により必要な場合には、当社の取締役会の決議により当該事項に関する決議を求める株主総会の
開催日を変更することができる。 

 
（株式上場） 
第９条 本持株会社は、本持株会社成立日において、その発行する普通株式を株式会社東京証券取引所グ

ロース市場に上場することを予定する。 
 
（本持株会社の株主名簿管理人） 
第10条 本持株会社の株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。 
 
（本計画の効力） 
第11条 本計画は、第８条に定める当社の株主総会において本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に

関する決議が得られなかった場合、本持株会社成立日までに本株式移転についての国内外の法令に
定める関係官庁の許認可等が得られなかった場合、又は、次条に基づき本株式移転を中止する場合
には、その効力を失うものとする。 

 
（本計画の変更等） 
第12条 本計画の作成後、本持株会社成立日までの間において、天災地変その他の事由により当社の財産
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又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が発生又は判
明した場合、その他本計画の目的の達成が困難となった場合には、当社の取締役会の決議により、
本株式移転の条件その他本計画の内容を変更し又は本株式移転を中止することができる。 

 
（規定外事項） 
第13条 本計画に定める事項のほか、本株式移転に関して必要な事項については、本株式移転の趣旨に従

い、当社がこれを決定する。 
 
 
 2025 年 7 月 11 日 

福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 
株式会社 QPS 研究所 
代表取締役社長 大西 俊輔 
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別紙１ 
 

株式会社 QPS ホールディングス定款 

第１章 総則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社QPSホールディングスと称し、英文ではQPS Holdings Inc.と

表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を行うこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）その

他の法人等の株式又は持分を保有することにより当該法人等の事業活動を管理することを目

的とする。 

（１）人工衛星、人工衛星搭載機器、精密機器、電子機器、地上設備、ソフトウェア及び

情報通信ネットワークの研究開発、設計、製造、販売、運用、管理及び保守 

（２）人工衛星等が取得したデータに関する事業 

（３）人工衛星等を利用したサービスの提供 

（４）宇宙技術に関する研究会、講習会及びセミナー等の企画、運営 

（５）前各号に関する技術コンサルティング、運用支援、受託、開発指導、講演、教育及

び執筆に関する事業 

（６）上記各号に付帯する一切の業務 

（本店所在地） 

第３条 当会社は、本店を福岡市中央区に置く。 

（機関構成） 

第４条 当会社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を置く。 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由に

よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法によ

り行う。 

第２章 株式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、100,000,000株とする。 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とする。 

（単元未満株式の権利制限） 

第８条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利

を行使することができない。 

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

（株主名簿管理人） 
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第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株

予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わな

い。 

（株式取扱規程） 

第10条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会に

おいて定める株式取扱規程による。 

（基準日） 

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる

株主とする。 

２ 第１項のほか、必要があるときは、予め公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載

又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株

主又は登録株式質権者とすることができる。 

第３章 株主総会 

（招集時期） 

第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主総

会は、必要がある場合に招集する。 

（招集権者） 

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。 

（株主総会の議長） 

第14条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。 

２ 取締役社長に事故、もしくは支障があるときは、予め定めた順序により、他の取締役

がこれに代わる。 

（電子提供措置等） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報につい

て、電子提供措置をとるものとする。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部につ

いて、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないこと

ができる。 

（株主総会の決議） 

第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、議決権を行使す

ることができる。 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出し

なければならない。 
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（議事録） 

第18条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員、並びに議事の経過

の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、株主

総会の日から10年間本店に備置く。 

第４章 取締役、代表取締役及び取締役会 

（取締役の員数） 

第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、６名以内とする。 

２ 当会社の監査等委員である取締役は４名以内とする。 

（取締役の選任） 

第20条 当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、

株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上に当たる

株式を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任す

る。 

２ 取締役の選任については、累積投票によらない。 

（取締役の任期） 
第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 
３ 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時
までとする。 

（代表取締役及び役付取締役） 

第22条 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中

から代表取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から社

長１名を選定し、必要に応じて取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定す

ることができる。 

（業務執行） 

第23条 取締役社長は会社の業務を統轄し、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は

社長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締

役が社長の業務を代行する。 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長と

なる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会において定めた順序により、他の取締

役が招集し、議長となる。 

（取締役会の招集通知） 
第25条 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発するものとし、
緊急の場合にはこれを短縮することができる。 
２ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することが
できる。 
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（取締役会の決議） 

第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

（取締役会の決議の省略） 

第27条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当

該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面により同意の意思表示をした

ときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

（重要な業務執行の決定の委任） 
第28条 取締役会は、会社法第399条の13第６項の規定により、その決議によって重要な
業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任する
ことができる。 

（取締役の報酬） 

第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利

益（以下、「報酬等」という。）は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別

して、株主総会の決議により定める。 

（取締役の責任免除） 

第30条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法

第423条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度

において免除することができる。 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

（取締役会の議事録） 
第31条 取締役会における議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で
定める事項を記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 

（取締役会規程） 

第32条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会

規程による。 

第５章 監査等委員会 

（常勤の監査等委員） 
第33条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 

（監査等委員会の招集通知） 
第34条 監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して招集通知
を発するものとし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 
２ 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催す
ることができる。 

（監査等委員会の決議方法） 

第35条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、
その監査等委員の過半数をもって行う。 

（監査等委員会の議事録） 
第36条 監査等委員会における議事録は、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法
令で定める事項を記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印又は電子署名する。 
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（監査等委員会規則） 
第37条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定
める監査等委員会規則による。 

第６章 会計監査人 

（会計監査人の選任） 
第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 

（会計監査人の任期） 
第39条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。 
２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当
該定時株主総会において再任されたものとみなす。 

（会計監査人の報酬等） 
第40条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。 

（会計監査人の責任免除） 
第41条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、会社
法第423条第１項に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができ
る。 
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠った
ことによる賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく
賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

第７章 計算 

（事業年度） 

第42条 当会社の事業年度は、毎年６月１日から翌年５月末日までの年１期とする。 

（剰余金の配当等） 

第43条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を

定めることができる。 

２ 当会社は、毎年11月末日又は５月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下、「配当金」という。）をすることが

できる。 

（配当の除斥期間） 

第44条 配当金が、その支払いの提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当

会社は、その支払い義務を免れるものとする。未払の配当金には利息をつけない。 

附則 

（最初の事業年度） 

第１条 第42条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から

2026年５月末日までとする。 

（最初の取締役の報酬等） 
第２条 第29条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の
時までの取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額は年額4,875万円以
内とする。 
２ 第29条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時ま



12 

での監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額2,625万円以内とする。 

（本附則の削除） 

第３条 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。 
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別紙２－①－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第１回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第１回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2)  当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認めら

れる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整を

行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき金 99 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に際

して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を乗
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じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）

の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及

び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額をもって

普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、株

式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除

く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する

ものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「潜在

株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場
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される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 

  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められ

る場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 
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5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 本新株予約権の割当日後 2 年を経過した日から 2028 年 8 月 29 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株
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予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (3) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 
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  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承
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認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものと
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する。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 

14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－①－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第１回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第１回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2)  当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき金 99 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に際

して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を乗
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じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）

の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで
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算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 

  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 
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5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2028 年 8 月 29 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株
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予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と
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の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額
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を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
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生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものと

する。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

 

14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－②－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第２回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第２回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認めら

れる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整を

行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2019 年 8 月 31 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 111 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及

び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額をもって

普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、株

式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除

く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する

ものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「潜在

株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められ

る場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2021 年 9 月 1 日から 2029 年 8 月 30 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (3) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 
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  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 
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 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－②－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第２回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第２回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2025 年 12 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 111 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ─────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2029 年 8 月 30 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合 （株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 



40 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－③－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第４回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第４回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認めら

れる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整を

行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2020 年 8 月 28 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 119 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                             1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ────────────────── 

                   分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及

び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額をもって

普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含むが、株

式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除

く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整する

ものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「潜在

株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                                  新発行株式数×1株あたり払込金額 

                      既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                             時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ───────────────────────────── 

                             既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 

  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式
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数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められ

る場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2022 年 8 月 29 日から 2030 年 8 月 27 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 

    (c) 権利承継者の氏名及び住所 
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    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(4)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (3) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 

  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 
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  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 

 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
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条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－③－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第３回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第３回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2025 年 12 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 119 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                                 新発行株式数×1株あたり払込金額 

                      既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                            時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ───────────────────────────── 

                           既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2030 年 8 月 27 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合 （株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－④－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第５回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第５回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2021 年 6 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 121 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）



58 

の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2023 年 6 月 2 日から 2031 年 5 月 31 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－④－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第４回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第４回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2025 年 12 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 121 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                        新発行株式数×1株あたり払込金額 

               既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                  時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2031 年 5 月 31 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相 続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以 上 
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別紙２－⑤－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第６回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第６回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2022 年 5 月 31 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 519 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                         新発行株式数×1株あたり払込金額 

                既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                   時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ─────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 



73 

  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2024 年 6 月 1 日から 2032 年 5 月 26 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以上 
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別紙２－⑤－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第５回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第５回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2025 年 12 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 519 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                         新発行株式数×1株あたり払込金額 

                既発行株式数 ＋ ───────────────── 

  調整後      調整前                   時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ─────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2032 年 5 月 26 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以上 
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別紙２－⑥－１ 

 

株式会社 QPS 研究所第７回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS 研究所第７回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2023 年 5 月 31 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 600 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                         新発行株式数×1株あたり払込金額 

                既発行株式数 ＋ ──────────────── 

  調整後      調整前                   時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ─────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 6 月 1 日から 2033 年 5 月 26 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以上 
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別紙２－⑥－２ 

 

株式会社 QPS ホールディングス第６回新株予約権の内容 

 

1. 本新株予約権の名称 

 株式会社 QPS ホールディングス第６回新株予約権 

 

2. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数は、当社普通株式 100 株とする。但し、本新

株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権に

ついてその 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整によ

り生じる 1 株の 100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割

の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で

除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の

株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第 1 号に基づく株式分割の割当基準

日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用され

るものとする。 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行

う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場

合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目

的たる株式数の調整を行う。 

 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合に

は、当社は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者（以下「権利者」という。）

に対して、その旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通

知するものとする。 

 

3. 本新株予約権の払込金額及び割当日 

 本新株予約権は無償で発行する。 

 本新株予約権の割当日は 2025 年 12 月 1 日とする。 

 

4. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

 1 株につき 金 600 円（以下「行使価額」という。）とし、本新株予約権 1 個あたりの行使に

際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数を

乗じた金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。 

 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普

通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従

い調整するものとし、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての

比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）を無償割当て前の

発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。調整後の行使価額の適

用時期は、株式の分割及び併合については第 2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期

に準じ、無償割当てについては効力発生日（割当てのための基準日がある場合はその日）
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の翌日以降適用されるものとする。 

                          1 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × ─────────────── 

                    分割・併合・無償割当ての比率 

 (2) 当社が、(i)時価を下回る 1 株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無

償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、株

式交付及び会社分割に伴うものを除く。）、又は(ii)時価を下回る 1 株あたりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分（無償割当てによる場合を含

むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による

場合を除く。）を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い

調整するものとし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。なお、上記におけ

る「潜在株式等」、「取得原因」及び「取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様

とする。 

  「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付

社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件とし

て普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利（普通株式の交付を受けることのでき

る取得請求権の付された種類株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は

事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。）を意味する。 

  「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若

しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。 

  「取得価額」とは、普通株式 1 株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因

の発生を通じて負担すべき金額を意味する。 

  なお、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目

に始まる 30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値

の平均値（終値のない日数を除く。）とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで

算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場

される前及び上場後 45 取引日（上場日を含む。）が経過するまでの期間においては、調

整前の行使価額をもって時価とみなす。 

  上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその

日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日（会

社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される場合は、同号に定める期間の末日）の翌日以降

に適用されるものとする。 

                         新発行株式数×1株あたり払込金額 

                既発行株式数 ＋ ──────────────── 

  調整後      調整前                   時価 

  行使価額 ＝ 行使価額 × ─────────────────────────── 

                     既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

  なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。 

  ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の

発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）及び発行済の潜在株式等（当社

が保有するものを除く。）の目的たる普通株式数を合計した数を意味するものとする

（但し、当該調整事由による普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力が上記

適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又

は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数は算入しない。）。 
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  ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式

数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。 

  ③ 当社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新

発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1

株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式 1 株あたりの取得価額を、それぞれ

意味するものとする。 

 (3) 本項第(2)号の(ii)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了

した場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全

部について取得原因が発生した場合を除く。 

 (4) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合

その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。 

 (5) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又

は処分する場合において、当社が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に

基づく調整は行われないものとする。 

 (6) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞な

く権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必

要事項を通知するものとする。 

 

5. 本新株予約権を行使することができる期間 

 2025 年 12 月 1 日から 2033 年 5 月 26 日まで。 

 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。 

 

6. 本新株予約権の行使の条件等 

 (1) 行使条件 

  ① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について第 7 項

各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株

予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこ

の限りでない。 

  ② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間

は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を

認めた場合はこの限りでない。 

  ③ 本新株予約権の行使は 1 新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行

使は認められないものとする。 

 (2) 相続 

  ① 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人は、本新株予約権の内容に従って未行

使の本新株予約権を相続するものとする。但し、相続は 1 回に限るものとし、権利

者の相続人中、本新株予約権を承継する者（以下「権利承継者」という。）が死亡し

た場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については

以下の定め及び権利者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に

従う。 

   1) 本新株予約権を相続した権利者の相続人は、その全員が共同して、相続開始後

速やかに、書面により当社に対して次の各事項を届け出なければならない。 

    (a) 相続開始の年月日 

    (b) 本新株予約権に関する遺産分割協議の内容及びその成立年月日 
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    (c) 権利承継者の氏名及び住所 

    (d) 権利承継者の代表者（以下「承継者代表者」という。）の氏名及び住所 

    (e) 上記(a)乃至(d)のほか、当社の定める事項 

   2) 1)に定める届出に際しては、除籍謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、その他当社

が指定する書類を添付しなければならない。 

   3) 権利承継者は、承継者代表者を通じ、全員が共同して本新株予約権を行使する

ものとする。承継者代表者は、本新株予約権の行使及び放棄その他、本新株予約

権に関する一切の事項につき全権利承継者を代理する権限を有する。 

   4) 権利承継者は、本新株予約権の行使による行使価額の払込義務その他、本新株

予約権に関し当社に対し負担する一切の債務につき、相互に連帯して履行する

義務を負う。 

   5) 権利行使期間中に上記 1)(a)乃至(e)の事項に変更が生じた場合、権利承継者は、

書面により速やかに変更内容を当社に届け出なければならない。 

  ② 本第(2)号を除く本新株予約権の内容の適用に関しては、権利承継者を権利者とみな

す。但し、権利承継者には第 7 項第(5)号の規定は適用されないものとする。 

 

7. 当社が本新株予約権を取得することができる事由 

 当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に

定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議（取締役会設置会

社でない場合には株主総会の決議）により別途定める日においてこれを取得するものとする。

また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得す

ることができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議（取締役会設置会社でない場合には

株主総会の決議）により取得する本新株予約権を決定するものとする。 

 (1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若し

くは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを

総称して「組織再編行為」という。）について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会の承認決議（株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の

同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議（取締役会設置会社で

ない場合には取締役の決定））が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得する

ことができる。 

 (2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者

（当社の株主を含む。）に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第

三者との間で成立した場合（株式交付による場合を除く。）には、当社は本新株予約権を

無償で取得することができる。 

 (3) 当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の

定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した

場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (4) 当社の株主による株式等売渡請求（会社法第 179 条の 3 第 1 項に定義するものを意味す

る。）を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

 (5) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で

取得することができる。 

  ① 当社又は当社の子会社（会社法第 2 条第 3 号に定める当社の子会社を意味し、以下

単に「子会社」という。）の取締役又は監査役 

  ② 当社又は子会社の使用人 
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  ③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社と

の間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者 

 (6) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取

得することができる。 

  ① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

  ② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、

又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業

した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。 

  ③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合 

  ④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

  ⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形

若しくは小切手が不渡りとなった場合 

  ⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続

開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合 

  ⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合 

  ⑧ 権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は

個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と

何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

  ⑨ 権利者が本新株予約権の内容又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反

した場合 

 (7) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新

株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに

該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することが

できる。 

  ① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当し

た場合 

  ② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合 

 (8) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。この場

合、会社法第 273 条第 2 項又は第 274 条第 3 項に基づく新株予約権者に対する通知は、

権利者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。

但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予

約権を無償で取得することができるものとする。 

 

8. 行使手続 

 本新株予約権を行使する者は、当社の指定する請求書を当社に提出し、且つ行使価額の全額

を支払わなければならない。 

 

9. 本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権を譲渡するには、取締役会（取締役会設置会社でない場合には株主総会）の承

認を受けなければならない。 

 

10. 新株予約権証券 
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 本新株予約権の新株予約権証券は発行しない。 

 

11. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17

条に従い算出される資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた額とし、計算の結果 1 円未満の端数

を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

12. 組織再編行為の際の取扱い 

 当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新

株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、

会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全

親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予

約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限

るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

  権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

  再編対象会社の普通株式とする。 

 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 1 項に準じて決定する。 

 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、第 4 項で定められる行使価額を調整して得られる再

編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会

社の株式の数を乗じた額とする。 

 (5) 新株予約権を行使することができる期間 

  第 5項に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発

生日のうちいずれか遅い日から、第 5 項に定める新株予約権を行使することができる期

間の末日までとする。 

 (6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容 

  本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるもの

とする。 

 (7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株

主総会）の承認を要するものとする。 

 (8) 組織再編行為の際の取扱い 

  本項に準じて決定する。 

 

13. 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取り決め 

 本新株予約権の行使により権利者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、これを切り捨てるものとする。 
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14. 権利者への適用関係等 

 権利者が個人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上法人にのみ適用されるべき条項は、

適用されないものとする。権利者が法人の場合、本新株予約権の内容中、その性質上個人に

のみ適用されるべき条項は、適用されないものとする。 

以上 

 

 

 


